
神戸市農地利用最適化推進委員募集要項〈＊１〉 

 

１ 募集人数 

1 名（担当する区域：神戸市北区淡河町（第７地区） 

２ 任  期 

農業委員会が委嘱する日（令和６年９月 10 日を予定）から令和９年９月９日まで 

３ 身  分 

特別職（非常勤）の地方公務員 

４ 主な業務内容 

○ 担当区域における農地利用の最適化の推進（担い手への農地利用の集積・集約化、遊

休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）に関する業務 

○ 農業委員会総会における活動報告及び意見具申等 

○ 遊休農地に関する利用状況及び利用意向調査 

○ 上記事項の協議等に関する定例的な会議への出席〈＊２〉 

５ 報  酬 

月額 40,000 円〈＊３〉 

６ 募集の方法及び資格 

（１）募集方法 

農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号。以下「法」といいます。）第 19

条第１項の規定により、以下の２通りの方法で募集を行います。 

① 推進委員の候補者の推薦（以下「推薦」といいます。） 

② 推進委員になろうとする者の募集への応募（以下「応募」といいます。） 

（２）推薦を受ける者及び応募する者の資格 

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次のいずれの項目にも該

当しない者。 

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に定める暴力団その他の反社会的団体の構成員 

７ 推薦及び応募に係る手続き等 

推薦又は応募しようとするときは、所定の様式に必要事項を記入のうえ、添付書類を

添えて郵送、持参又はメールにより提出してください。なお、推薦及び応募に係る書類

は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

（１）推薦又は応募申込書〈＊４〉 



① 個人が推薦する場合 ················ 様式第１号 

② 法人又は団体が推薦する場合 ········ 様式第２号 

③ 自ら応募する場合 ·················· 様式第３号 

（２）添付書類 

推薦を受ける者又は応募する者の住民票 

（発行後３か月以内で本籍地の記載があるもの） 

（３）提出先 

〒651-0087 神戸市中央区御幸通６丁目１－12 三宮ビル東館２階 

神戸市農業委員会事務局 

E-mail：nogyo-iin@office.city.kobe.lg.jp 

（４）募集期間 

令和６年７月１日（月）から令和６年７月 24 日（水）午後５時まで【必着】 

※持参される場合は、平日の午前９時から午後５時までに提出してください。 

８ 選考方法等 

○ 農業委員会において、推薦を受けた者（以下「被推薦者」といいます。）及び応募し

た者（以下「応募者」といいます。）の中から、選考会議の意見を参考に推進委員候補

者を決定し、総会の議決により推進委員を委嘱します。 

○ 選考を行うにあたり、必要に応じて被推薦者又は応募者から聴き取りをさせていた

だく場合があります。 

○ 選考結果は、推薦をした者（以下「推薦者」といいます。）及び被推薦者並びに応募

者に文書で通知します。 

９ 情報の公表 

法第 19 条第２項の規定に基づき、募集期間の中間及び終了後に、神戸市ホームページ

において以下の内容を公表します。 

（１）推薦又は応募の区域 

（２）推薦者（個人の場合）の氏名、職業、年齢及び性別 

（３）推薦者（法人又は団体の場合）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の

数及び構成員たる資格その他推薦者の性格を明らかにする事項 

（４）被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

（５）推薦又は応募の理由 

（６）被推薦者が農業委員として同時に推薦を受けているか否かの別、又は応募者が農業委

員に同時に応募しているか否かの別 

（７）被推薦者及び応募者の数 

10 その他 

推進委員と農業委員を兼任することはできません。 



11 問い合わせ先 

神戸市農業委員会事務局 

℡：078-984-0387 ／ Fax：078-984-0388 ／  

E-mail：nogyo-iin@office.city.kobe.lg.jp 

 

〈＊注〉 

＊１ 用語の定義等 

本要項において特に定義しているものを除き、用語の定義等については、「神戸市農

地利用最適化推進委員の選任に関する要綱」に準じます。 

＊２ 会議の開催頻度 

原則として毎月 2 回（中旬～下旬）の開催を予定しています。 

＊３ 報酬について 

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて、月額の報酬のほか、市長が

定める年額の報酬が支給される場合があります。 

＊４ 申込書の配布場所等 

推薦又は応募申込書については、以下の場所で配布しています。また、神戸市のホ

ームページから出力等をしていただくこともできます。 

＜配布場所＞ 

神戸市農業委員会事務局 

 


